
南知多町教育委員会（令和８年２月定例会）会議録 

開 閉 会 の 日 時
令和８年２月２７日（金）   午後 １時４０分 開会 

               午後 ２時４６分 閉会 

開 催 場 所  南知多町役場 第３会議室 

出席した構成員
高橋篤教育長、内田美里教育長職務代理者、折戸良直委員、 

鈴木理委員、山下陽委員、吉原知味委員 

説明のため出席

した職員 

鈴木淳二教育部長、富田和彦教育課長、平木克昌指導主事、 

川本大介指導主事、磯部貴宏給食グループリーダー、 

大﨑沙久実学校教育グループリーダー、石黒欽也社会教育 

グループ副主幹

議 事 日 程  別紙のとおり 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 

傍  聴  人 １人 



令和８年２月 定例教育委員会 会議日程 

                     日 時  令和８年２月２７日（金） 

                   午後１時４０分 

                      場 所  南知多町役場 第３会議室

日程１ 会議録の承認

日程２ 教育長報告

日程３ 議案第 ２号 南知多町立小中学校教職員の人事異動（案）の承認について 

別紙資料 

日程４ 議案第 ３号 町議会の議決を経るべき議案(令和７年度南知多町一般会計

補正予算案のうち教育費)について       

日程５ 議案第 ４号 町議会の議決を経るべき議案（令和８年度南知多町一般会計 

予算案のうち教育費）について           資料１ 

日程６ 議案第 ５号 令和８年度県民の日学校ホリデーの実施について 

日程７ 議案第 ６号 南知多町総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則について 

日程８ 議案第 ７号 南知多町学校給食センター設置及び管理条例施行規則の一部

を改正する規則について 

日程９ 議案第 ８号 南知多町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置

実施計画の策定について 

日程 10 協議・報告事項その他自由討議 

(1) 令和７年度学校評価のまとめについて                別紙資料 

(2) 令和８年度全国学力・学習状況調査について 

(3) 令和８年度町内小中学校行事予定について 

(4) 辞令交付式等について 

(5) 後援申込みについて 

(6) 学校教育関係の行事予定等について



(7) 社会教育関係の行事予定等について 

(8) 学校給食センター関係の事業等について 

(9) その他 

ア ５月定例教育委員会の日程について 

イ 第３回 町総合教育会議の日程について 

日時：３月３１日（火）午後１時５０分 

場所：役場３階 委員会室 

町長部局参加予定者：町長、総務部長、企画財政課長 

次回定例会    3 月 31 日（火）午後 1時 50 分～役場 委員会室（13:40 教職員辞令伝達式） 

事務局辞令交付式 4 月 1 日（水）午前 9時 50 分～役場 委員会室（11:00 教職員辞令伝達等） 



発 言 者 発   言   内   容
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高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

それでは、ただ今より、２月定例教育委員会を開会いたします。

本日は、私と教育委員５名が出席で、会議は成立いたします。

会期は規則の定めるところにより、本日１日限りといたします。

教育委員会の会議は、原則公開でありますが、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の規定により「人事に関する事件その他の事件

について、教育長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の

多数で議決したときは、これを公開しないことができる。」と規定され

ています。

つきましては、本日の協議事項である「日程３ 議案第２号 南知

多町立小中学校教職員の人事異動（案）の承認について」は、人事に

関する事件であり、「日程４ 議案第３号 町議会の議決を経るべき議

案（令和７年度南知多町一般会計補正予算案のうち教育費）」及び「日

程５ 議案第４号 町議会の議決を経るべき議案（令和８年度南知多

町一般会計予算案のうち教育費）について」は、町議会に上程する前

の意思決定過程の情報でありますので、この部分の会議については、

非公開とすることを提案させていただきます。

それでは、この提案に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

ありがとうございました。挙手全員でありましたので、可決されま

した。

つきましては、傍聴人の方には、当該議事になりましたら、ご退席

いただくことになりますので、ご協力、よろしくお願いします。

それでは、「日程１の会議録の承認」に入ります。こちらについては、

すでに教育委員のみなさまに確認していだたいていますので、終了し

ています。

次に移ります。「日程２ 教育長報告」につきましては、私から報告

させていただきます。

（１月定例教育委員会以降の第１回、第２回中学校再編委員会、各

小中学校長・教頭との個別面談、愛知県町村教育長協議会役員会・研

修会、南知多町教職員表彰式、町校長会議等の状況について説明した。）

私からの報告は以上であります。



発 言 者 発   言   内   容
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高橋教育長 

事務局 

（富田教育課長）

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

ご質問等がありましたら、お受けします。

（質問、意見なし）

【「日程３ 議案第２号 南知多町立小中学校教職員の人事異動

（案）の承認について」、日程４ 議案第３号 町議会の議決を経る

べき議案（令和７年度南知多町一般会計補正予算案のうち教育費）に

ついて」、「日程５ 議案第４号 町議会の議決を経るべき議案（令和

８年度南知多町一般会計予算案のうち教育費）について」は、非公開

において審議されたため、南知多町教育委員会会議規則第 15 条第 3

項の規定により、会議録は別途作成】

次に、「日程６ 議案第５号 令和８年度県民の日学校ホリデーの実

施について」、事務局の説明をお願いします。

（愛知県は、令和５年度から 11 月 27 日をあいち県民の日として制

定し、11 月 21 日から 27 日までの１週間を「あいちウィーク」として

いることを説明。県立学校では、毎年この１週間のうち、平日の１日

を「県民の日学校ホリデー」として休業日としている。この趣旨に沿

って、町教育委員会では、令和８年度は、11 月 24 日火曜日を休業日

とすることを提案。理由として、この日を休業日とすると 21 日から

23 日が３連休ということで４連休となるとなることを説明した。) 

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。

（質問、意見なし）

ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。

「議案第５号 令和８年度県民の日学校ホリデーの実施について」、原

案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第５号につきましては、原案どおり

可決されました。



発 言 者 発   言   内   容
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高橋教育長 

事務局 

（石黒社会教育グ

ループ副主幹）

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

（磯部給食グルー

プリーダー） 

高橋教育長 

高橋教育長 

次に、「日程７ 議案第６号 南知多町総合体育館の設置及び管理に

関する条例施行規則の一部を改正する規則について」、事務局の説明を

お願いします。 

(南知多町総合体育館について、営利を目的として専用利用する場合

に適用される使用料を見直したことに伴い、その利用を促進するため

規則改定を行うことを説明した。)

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。

（質問、意見なし）

ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。

「議案第６号 南知多町総合体育館の設置及び管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則について」、原案どおり決することに賛成の

方の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第６号につきましては、原案どおり

可決されました。

次に、「日程８ 議案第７号 南知多町学校給食センター設置及び管

理条例施行規則の一部を改正する規則について」、事務局の説明をお願

いします。 

(物価高騰などによる、小中学校の教職員及び給食センターの職員の

給食費改定に伴い、規則改定を行うことを説明した。)

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。

（質問、意見なし）

ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。
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高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

（平木指導主事）

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

「議案第７号 南知多町学校給食センター設置及び管理条例施行規則

の一部を改正する規則について」、原案どおり決することに賛成の方の

挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第７号につきましては、原案どおり

可決されました。

次に、「日程９ 議案第８号 南知多町立学校の教育職員に関する業

務量管理・健康確保措置実施計画の策定について」、事務局の説明をお

願いします。 

(南知多町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施

計画について、計画の趣旨、目標、計画の期間、実施する業務量管理・

健康確保措置の内容、関連する取組、今後のフォローアップについて

など、全体の構成と基本的な考え方について説明した。)

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。

（質問、意見なし）

ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。

「議案第８号 南知多町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確

保措置実施計画の策定について」、原案どおり決することに賛成の方の

挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第８号につきましては、原案どおり

可決されました。

次に、「日程１０ 協議・報告事項その他自由討議」に入ります。 

「(1) 令和７年度学校評価のまとめについて」、事務局の説明をお願

いします。 



発 言 者 発   言   内   容

- 5 -

事務局 

（平木指導主事）

高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

（川本指導主事）

高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

（川本指導主事）

高橋教育長 

内田委員 

事務局 

（平木指導主事）

 (別冊資料に基づいて、各小中学校の評価アンケートの集計結果につ

いて、説明した。) 

事務局の説明が終わりました。ご質問等がありましたらお願いしま

す。

（質問、意見なし）

 ご質問もないようですので、次に、「(2) 令和８年度全国学力・学習

状況調査について」、事務局の説明をお願いします。

 （令和８年度全国学力・学習状況調査の期日、対象、調査内容、調

査結果の取扱い、留意事項等について、特に今年度との違いについて

説明した。）

事務局の説明が終わりました。ご質問等がありましたらお願いしま

す。

（質問、意見なし）

ご質問もないようですので、次に、「(3) 令和８年度町内小中学校行

事予定について」、事務局の説明をお願いします。

（資料に基づき、現時点での令和８年度町内小中学校行事予定につ

いて説明した。特に教育委員に直接関係のある入学式、卒業式、学校

訪問日程などについて説明した。）

事務局の説明が終わりました。ご質問等がありましたらお願いしま

す。

学校訪問について、南知多町は自分の地域の学校には行くが、他市

町の教育委員は他の地区の学校も訪問しているようです。他の学校を

見たい場合は見てもいいですか。

もちろんです。他の小学校なども見ていただけるといいと思います。
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高橋教育長 

事務局 

（富田教育課長） 

高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

（大﨑学校教育グル

ープリーダー） 

高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

（富田教育課長） 

（石黒社会教育グル

ープ副主幹）

（磯部給食グループ

リーダー） 

高橋教育長 

他にご質問等もないようですので、次に、「（4）辞令交付式等につい

て」、事務局の説明をお願いします。

 （３月３１日及び４月１日の辞令交付式等の概要について説明し

た。）

事務局の説明が終わりました。

ご質問等がありましたらお願いします。

（質問、意見なし）

ご質問等もないようですので、次に、「(5) 後援申込みについて」、

事務局の説明をお願いします。

（南知多町教育委員会教育長に対する事務委任規則により、教育長に

委任されている後援申込みに係る事務処理状況について、申込みのあ

った１件の事業概要等を報告した。） 

事務局の説明が終わりました。

ご質問等がありましたらお願いします。

（質問、意見なし）

ご質問等もないようですので、次に、「(6) 学校教育関係の行事予定

等について」」、「(7) 社会教育関係の行事予定等について」、「(8) 学校

給食センター関係の事業等について」、順次、事務局の説明をお願いし

ます。事務局の説明をお願いします。

（学校教育関係の３月、４月の行事予定について説明した。）

（社会教育関係の３月の行事予定について説明した。）

（３月分の給食献立予定表について説明した。）

事務局の説明が終わりました。

ご質問等がありましたらお願いします。
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高橋教育長

事務局 

（富田教育課長）

高橋教育長 

事務局 

（富田教育課長） 

高橋教育長 

事務局 

（川本指導主事）

高橋教育長

高橋教育長 

高橋教育長 

（意見、質問なし）

ご質問等もないようですので、（9）のその他に入ります。

「ア ５月定例教育委員会の日程について」、事務局の説明をお願い

します。 

（委員の予定調整の結果、５月の定例教育委員会は５月１８日（月）

午後１時４０分からとなった。） 

つづきまして、「イ 第２回 町総合教育会議の日程について」 

事務局の説明をお願いします。 

（３月３１日の午後１時５０分から行われる第３回町総合教育会議に

ついて、説明した。）

次に、会議日程にはありませんが、「教育委員会告辞について」 

事務局より説明があります。 

（小中学校の卒業式にかかる教育委員会の告辞の内容について説明し

た。）

これについてご質問等ありましたらお願いします。

（意見、質問なし）

他にご質問、ご意見等がありましたらお願いします。

（意見、質問なし）

ご質問等もないようですので、以上で本日の予定はすべて終了いた

しました。

これをもちまして定例教育委員会を閉会いたします。

どうもありがとうございました。


